確　約　書

年　　月　　日

大手町・丸の内・有楽町地区
駐車環境対策協議会
会　長　　　　　　　　　殿

申請者　住所：
氏名：（事業者名）　　
（役職・氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
電話：

大手町・丸の内・有楽町地区地域ルール（以下「地域ルール」という）の適用を受けるにあたり、大手町・丸の内・有楽町地区駐車環境対策協議会（以下「駐車協議会」という）の規約（以下、規約という）、及び駐車協議会の運営規程（以下「運営規程」という）に基づき、下記内容を遵守することを確約します。

記

１．当該駐車場の存する建物の名称　：
所在地　：

２．駐車場の附置
地域ルール適用前の付置義務台数（●●台）に対し、地域ルール適用後の付置義務台数（●●台）を確保します。

３．路上駐車対策
地域ルールの目的である路上駐車排除や交通環境改善を図るため、当該建物周囲の違法な路上駐車の排除や当該駐車場への誘導などの対策に努めます。また、当方が原因者となる違法な路上駐車については、責任を持って対応します。

４．審査手数料
規約第１６条（策定協議会の運営費用）及び運営規程第５条（審査手数料）に従い、審査手数料を拠出します。

５．負担金
規約第１３条（資金）及び運営規程第６条（負担金）に従い、負担金を拠出します。

６．駐車場の運用報告
運営規程第１２条（運用状況報告）に従い、当該駐車場を適切に管理運用するとともに、運用状況について毎年報告します。

７．地域ルールの適用を受けた者の義務の遵守
[bookmark: _Hlk143168076]規約第１９条（地域ルールの適用を受けた者の義務）、第２２条（信義則）に従い、信義に基づき誠実に活動を遂行するとともに、地域ルールの適用に際して付された条件の遵守、申請内容に変更のある場合の届出、及び必要な場合における申請を行います。

８．地域ルールの適用を受けた者の義務の継承
規約第２１条（義務の継承）に従い、地域ルールを適用した建物の権利を第三者に譲渡する場合は、被譲渡人に対して、規約第１８条１項の確約書及び規約第１９条の地域ルールの適用を受けた者の義務を継承するとともに、継承した旨の連名による書面を速やかに駐車協議会に提出します。

９．地域ルールの適用を受けた者の義務の不履行に対する措置
規約第２０条（地域ルールの適用を受けた者の義務の不履行に対する措置）に従い、駐車協議会理事会が行う聴取、遵守請求に応じます。また、請求に応じない場合に理事会が決定した必要な措置（地域ルールの適用取り消し）に異議を申し立てません。
以上

